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○
内
閣
府
令
第

号

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式

及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
及
び
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣

府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
及
び
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

第
四
十
九
条

［
略
］

２

［
略
］

３

第
一
項
第
七
号
の
未
払
法
人
税
等
と
は
、
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
防
衛
特

別
法
人
税
、
住
民
税
（
都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
、
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
の
未
払
額
を
い
う
。

［
４
～
６

略
］

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

第
四
十
九
条

［
同
上
］

２

［
同
上
］

３

第
一
項
第
七
号
の
未
払
法
人
税
等
と
は
、
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税

（
都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
事
業
税
及
び

特
別
法
人
事
業
税
の
未
払
額
を
い
う
。

［
４
～
６

同
上
］

（
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
）

第
九
十
五
条
の
五

次
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
は
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付

し
た
科
目
を
も
つ
て
、
税
引
前
当
期
純
利
益
金
額
又
は
税
引
前
当
期
純
損
失
金

額
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
防
衛
特
別
法
人
税
、
住

民
税
並
び
に
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
事
業
税

及
び
特
別
法
人
事
業
税
（
以
下
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
」
と
い
う

。
）
（
次
号
に
掲
げ
る
項
目
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

［
二
・
三

略
］

［
２
～
４

略
］

（
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
）

第
九
十
五
条
の
五

［
同
上
］

一

当
該
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
並
び
に
利
益
に

関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業

税
（
以
下
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
」
と
い
う
。
）
（
次
号
に
掲
げ

る
項
目
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

［
二
・
三

同
上
］

［
２
～
４

同
上
］

（
切
放
し
法
の
適
用
に
関
す
る
注
記
）

第
二
百
二
条
の
二

当
中
間
会
計
期
間
に
係
る
有
価
証
券
の
減
損
処
理
又
は
棚
卸

［
条
を
加
え
る
。
］
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資
産
の
帳
簿
価
額
の
切
下
げ
の
方
法
と
し
て
、
切
放
し
法
を
適
用
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
営
業
外
費
用
の
表
示
方
法
） 

第
二
百
九
十
三
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
三
条
の
規
定
は
、
リ
ー
ス
負
債
に

係
る
利
息
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
営
業
外
費
用
の
表
示
方
法
） 

第
二
百
九
十
三
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

第
九
十
三
条
の
規
定
は
、
リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息
費
用
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

 

（
切
放
し
法
の
適
用
に
関
す
る
注
記
） 

第
三
百
五
条
の
二 

当
中
間
会
計
期
間
に
係
る
有
価
証
券
の
減
損
処
理
又
は
棚
卸

資
産
の
帳
簿
価
額
の
切
下
げ
の
方
法
と
し
て
、
切
放
し
法
を
適
用
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
） 

第
三
十
七
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

第
一
項
第
四
号
の
未
払
法
人
税
等
と
は
、
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
防
衛
特

別
法
人
税
、
住
民
税
（
都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
、
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
の
未
払
額
を
い
う
。 

［
４
～
７ 

略
］ 

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
） 

第
三
十
七
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

第
一
項
第
四
号
の
未
払
法
人
税
等
と
は
、
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税

（
都
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
事
業
税
及
び

特
別
法
人
事
業
税
の
未
払
額
を
い
う
。 

［
４
～
７ 

同
上
］ 

 

（
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
） 

第
六
十
五
条 

次
に
掲
げ
る
項
目
の
金
額
は
、
そ
の
内
容
を
示
す
名
称
を
付
し
た

科
目
を
も
つ
て
、
税
金
等
調
整
前
当
期
純
利
益
金
額
又
は
税
金
等
調
整
前
当
期

純
損
失
金
額
の
次
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

当
該
連
結
会
計
年
度
に
係
る
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
防
衛
特
別
法
人
税

、
住
民
税
並
び
に
利
益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
事

業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
（
以
下
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
」
と

い
う
。
） 

 

二 

［
略
］ 

［
２
～
６ 

略
］ 

 

（
当
期
純
利
益
又
は
当
期
純
損
失
） 

第
六
十
五
条 

［
同
上
］ 

   

一 

当
該
連
結
会
計
年
度
に
係
る
法
人
税
、
地
方
法
人
税
、
住
民
税
並
び
に
利

益
に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
事
業
税
及
び
特
別
法
人

事
業
税
（
以
下
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
」
と
い
う
。
） 

  

二 

［
同
上
］ 

［
２
～
６ 

同
上
］ 

 

（
切
放
し
法
の
適
用
に
関
す
る
注
記
） 

第
百
七
十
五
条
の
二 

当
中
間
連
結
会
計
期
間
に
係
る
有
価
証
券
の
減
損
処
理
又

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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は
棚
卸
資
産
の
帳
簿
価
額
の
切
下
げ
の
方
法
と
し
て
、
切
放
し
法
を
適
用
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
外
費
用
の
表
示
方
法
）

第
二
百
七
十
五
条

［
略
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
リ
ー
ス
負

債
に
係
る
利
息
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
営
業
外
費
用
の
表
示
方
法
）

第
二
百
七
十
五
条

［
同
上
］

２

第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息
費
用
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
切
放
し
法
の
適
用
に
関
す
る
注
記
）

第
二
百
八
十
七
条
の
二

当
中
間
連
結
会
計
期
間
に
係
る
有
価
証
券
の
減
損
処
理

又
は
棚
卸
資
産
の
帳
簿
価
額
の
切
下
げ
の
方
法
と
し
て
、
切
放
し
法
を
適
用
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
条
を
加
え
る
。
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
財
務
諸

表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
及
び
第
九
十
五
条
の
五
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
又
は
中
間
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
年
度
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
財
務

諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
等
に
係
る
財
務
諸
表
又
は
第
一

種
中
間
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

新
財
務
諸
表
等
規
則
第
二
百
二
条
の
二
及
び
第
三
百
五
条
の
二
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る

中
間
会
計
期
間
に
係
る
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
又
は
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中
間

会
計
期
間
に
係
る
第
一
種
中
間
財
務
諸
表
又
は
第
二
種
中
間
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
連
結

財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
会

計
年
度
又
は
中
間
連
結
会
計
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
結
会
計
年
度
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
又

は
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
連
結
会
計

年
度
等
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
又
は
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
若
し
く
は
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

第
五
条

新
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
百
七
十
五
条
の
二
及
び
第
二
百
八
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
に
係
る
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
又
は
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
開
始
す
る
中
間
連
結
会
計
期
間
に
係
る
第
一
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
又
は
第
二
種
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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